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「
防
災
士
」に
な
り
ま
せ
ん
か
！

今
、
地
域
の
防
災
活
動
に
は
、「
防

災
活
動
の
中
心
と
な
る
リ
ー
ダ
ー
」

不
足
に
よ
る
防
災
活
動
の
停
滞
や
継

続
的
な
活
動
が
で
き
な
い
な
ど
の
課

題
が
あ
り
ま
す
。

■
備
え
る
！

「
防
災
リ
ー
ダ
ー
」を
中
心
に
災
害
に

つ
い
て
日
ご
ろ
か
ら
正
し
く
理
解
を
！

　

大
規
模
な
災
害
の
発
生
直
後
は
、

行
政
の
支
援
が
す
べ
て
の
地
域
に
届

く
こ
と
が
難
し
く
な
り
ま
す
。

　

災
害
の
発
生
直
後
は
、
各
個
人
が

適
切
な
対
応
を
、
そ
し
て
地
域
で
の

助
け
合
い
が
命
を
守
る
た
め
に
非
常

に
重
要
と
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

自
助
、
共
助
が
適
切
に
働
く
た
め
に

は
、
地
域
の
防
災
リ
ー
ダ
ー
の
存
在

が
重
要
と
な
り
ま
す
。

　

防
災
リ
ー
ダ
ー
を
中
心
に
、
災
害

に
つ
い
て
日
ご
ろ
か
ら
正
し
く
理
解

し
、
避
難
訓
練
な
ど
適
切
に
準
備
を

行
い
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
迅
速
な

判
断
と
対
応
が
出
来
る
こ
と
が
肝
心

で
す
。

地域の防災リーダーを必要としています
問合先：総務課
危機管理担当

■
知
る
！

防
災
に
対
す
る
一
定
の
知
識
と
技
能

を
習
得
し
た「
防
災
士
」！

「
防
災
士
」に
な
る
た
め
に
は

①
防
災
士
に
な
る
た
め
の
研
修
を
受
講

②
日
本
防
災
士
機
構
が
行
う
資
格
試

　

験
に
合
格　

③
救
命
救
急
講
習
を
受
講

　

こ
れ
ら
の
研
修
、
試
験
、
講
習
を

受
け
た
人
が
日
本
防
災
士
機
構
へ
登

録
申
請
を
行
う
こ
と
で「
防
災
士
」と
し

て
認
証
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
取
得
す
る
！

「
防
災
士
」資
格
取
得
に
係
る
費
用
を

助
成
し
ま
す
！

　

本
市
で
は
、
市
内
に
住
所
を
有

し
、
地
域
防
災
活
動
の
中
心
と
な
っ

て
い
た
だ
け
る
方
に
対
し
て
、
防
災

士
資
格
取
得
に
係
る
費
用
を
助
成
し

ま
す
。（
受
講
費
用
、
試
験
料
、
認

定
登
録
申
請
料
）ご
希
望
の
場
合
は
、

上
記
担
当
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
貢
献
す
る
！

「
防
災
士
」と
な
り
地
域
で
活
躍
！

　

地
域
の
安
全
・
安
心
を
高
め
る
た

め
に
、
地
域
ぐ
る
み
で
自
主
防
災
組

織
を
活
性
化
さ
せ
、
地
域
防
災
力
の

強
化
を
図
る
必
要
性
が
あ
り
ま
す
。

　

防
災
士
に
な
っ
て
、
防
災
・
減

災
活
動
を
、
地
域
住
民
の
皆
さ
ん

と
い
っ
し
ょ
に
進
め
て
い
き
ま
せ

ん
か
！

５月12日は民生委員・児童委員の日です
問合先：福祉課

地域福祉担当☎（46）5112
　

民
生
委
員
制
度
は
、
大
正
６
年

５
月
12
日
に
岡
山
県
で
発
足
し
た

「
済
世
顧
問
制
度
」
に
始
ま
り
ま
し

た
。
こ
の
日
を「
民
生
委
員
・
児
童

委
員
の
日
」
と
定
め
、
５
月
18
日

ま
で
の
１
週
間
を
活
動
強
化
週
間

と
し
て
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員

活
動
の
理
解
を
広
め
る
と
と
も
に
、

自
主
的
・
主
体
的
な
活
動
を
充
実
・

強
化
す
る
機
会
に
し
て
い
ま
す
。

民
生
委
員
・
児
童
委
員

　

民
生
委
員
は
、
厚
生
労
働
大
臣

の
委
嘱
を
受
け
、
日
ご
ろ
か
ら
住

民
の
立
場
に
立
っ
た
相
談
・
助
言
・

援
助
を
お
こ
な
い
、
関
係
機
関
と

協
力
し
て
地
域
保
健
福
祉
の
推
進

を
め
ざ
し
、
自
主
的
・
主
体
的
な

活
動
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
民

生
委
員
は
児
童
委
員
も
兼
ね
て
い

て
、
児
童
福
祉
の
向
上
に
も
努
め

て
い
ま
す
。

主
任
児
童
委
員

　

主
任
児
童
委
員
は
、
児
童
委
員

の
中
か
ら
厚
生
労
働
大
臣
に
指
名

さ
れ
、
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
を

専
門
に
担
当
し
、
民
生
委
員
・
児

童
委
員
と
連
携
し
な
が
ら
、
児
童

福
祉
分
野
で
の
活
動
を
展
開
し
て

い
ま
す
。

「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
日
」活

動
強
化
週
間

　
「
広
げ
よ
う
　
地
域
に
根
ざ
し
た

思
い
や
り
」行
動
宣
言
に
よ
る
、
安

全
で
安
心
な
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り

を
め
ざ
し
て
、
多
く
の
関
係
機
関

と
連
携
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り

組
み
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

実
施
期
間

５
月
12
日（
火
）～
５
月
18
日（
月
）

　

全
国
の
民
生
委
員
・
児
童
委
員

が
一
斉
に
、
組
織
的
な
Ｐ
Ｒ
活
動

を
展
開
す
る
こ
と
で
、
地
域
住
民

を
は
じ
め
、
関
係
機
関
・
団
体
等

に
も
民
生
委
員
・
児
童
委
員
と
そ

の
活
動
を
広
く
理
解
し
て
い
た
だ

く
よ
う
取
り
組
み
を
行
い
ま
す
。

実
施
主
体

単
位
民
生
委
員
児
童
委
員
協
議
会

市
区
町
村
民
生
委
員
児
童
委
員
協

議
会

都
道
府
県
・
指
定
都
市
民
生
委
員

児
童
委
員
協
議
会

全
国
民
生
委
員
児
童
委
員
連
合
会
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市
立
病
院
及
び
介
護
老
人
保
健

施
設「
つ
る
」診
療
費
等
の
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
払
い
に
つ
い
て

　

患
者
さ
ま
及
び
利
用
者
さ
ま
の
利
便

性
を
図
る
た
め
、
平
成
27
年
４
月
か
ら

診
療
費
、
利
用
料
な
ど
の
支
払
い
に
つ

い
て
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
利
用
が
可

能
と
な
り
ま
し
た
。

■
決
済
方
法

　

１
回
払
い

　

分
割
払
い（
３
・
５
・
６
・
10
・　
　

　
　
　
　

12
・
15
・
18
・
20
・
24
回
）

　

リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
払
い

※
利
用
者
と
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社

と
の
契
約
に
よ
り
決
済
方
法
を
選
択
で

き
ま
す
。

※
２
回
払
い
、
ボ
ー
ナ
ス
一
括
払
い
、

ボ
ー
ナ
ス
併
用
分
割
払
い
は
ご
利
用
で

き
ま
せ
ん
。

■
そ
の
他

　

売
店
及
び
食
堂
で
の
ご
利
用
は
で
き

ま
せ
ん
。

　

カ
ー
ド
を
お
使
い
い
た
だ
く
場
合
、

お
支
払
の
際
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

　

カ
ー
ド
の
利
用
限
度
額
に
つ
い
て

は
、
各
カ
ー
ド
会
社
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　

現
金
と
カ
ー
ド
と
の
併
用
及
び
２
枚

以
上
の
カ
ー
ド
を
組
み
合
わ
せ
て
の
お

支
払
い
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら
か

じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

診療費等のクレジットカード払いについて
問合先：市立病院 医事担当☎（45）1811

介護老人保健施設「つる」 事務室☎（45）1813

パブリック・コメントを実施します
問合先：企画課

企画担当
「
第
２
期
都
留
市
地
域
公
共
交
通

総
合
連
携
計
画
」（
案
）に
つ
い
て

　

高
齢
者
を
は
じ
め
と
す
る
交
通
弱

者
へ
の「
日
常
生
活
と
し
て
の
足
」と

し
て
地
域
公
共
交
通
の
維
持
や
確
保

は
、
全
国
的
に
大
き
な
課
題
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

本
市
に
お
い
て
も
、
交
通
弱
者
対

策
と
し
て
、
ま
た
、
健
康
づ
く
り
や

環
境
問
題
へ
の
対
応
、
交
通
事
故
防

止
と
い
っ
た
安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ

く
り
の
観
点
か
ら
も
、「
生
活
交
通

確
保
対
策
」は
重
点
的
に
取
り
組
む

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
公
共
交
通
体
系
を
見

直
し
改
善
す
る
こ
と
で
、
公
共
交
通

の
利
用
促
進
を
目
指
す
た
め
、
２
期

目
と
な
る
新
た
な「
都
留
市
公
共
交

通
総
合
連
携
計
画
」を
策
定
し
ま
す
。

こ
の
計
画
に
対
し
皆
さ
ま
か
ら
の
ご

意
見
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

【
募
集
期
間
】

　

５
月
１
日（
金
）～
５
月
29
日（
金
）

【
問
合
先
及
び
意
見
等
の
提
出
先
】

　

次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
ご

意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

■
直
接
提
出　

企
画
課
企
画
担
当

■
郵
　
送　

〒
４
０
２
―
８
５
０
１

（
住
所
不
要
）都
留
市
役
所
企
画
課
行

■
Ｆ
Ａ
Ｘ　
（
45
）５
０
０
５　

※
送
付
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

■
Ｅ
メ
ー
ル

　

kikaku1@
city.tsuru.lg.jp

※
様
式
は
自
由
で
す
が
、
住
所
、
氏

名
及
び
連
絡
先
は
必
ず
記
入
し
て
く

だ
さ
い
。
記
入
が
無
い
場
合
は
、
受

け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。

【
公
表
す
る
施
策
の
閲
覧
方
法
】

■
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

■
閲
覧
場
所

月
～
金
曜
日（
祝
日
は
除
く
）

　

・
市
役
所（
企
画
課 

企
画
担
当

　
　
　
　

総
務
課 

法
制
広
報
担
当
）

　

・
い
き
い
き
プ
ラ
ザ
都
留

　

・
各
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

※
閲
覧
時
間
は
17
時
15
分
ま
で

火
～
日
曜
日
、
祝
日（
月
曜
日
が
祝
日

の
場
合
は
、
翌
日
の
火
曜
日
を
除
く
）

　

・
市
立
図
書
館

※
閲
覧
時
間
は
火
～
木
曜
日
は
19
時

ま
で
、
金
～
日
曜
日
は
17
時
15
分
ま

で月
～
土
曜
日（
祝
日
は
除
く
）

　

・
都
留
文
科
大
学
附
属
図
書
館

※
閲
覧
時
間
は
平
日
21
時
ま
で
、
土

曜
日
は
16
時
ま
で

案を立案する際に整理した論点

１　利用者と地域の実情を踏まえた　
　　効率的な運行体系の構築について

２　地域活性化に資する地域公共交　
　　通体系の構築について

３　利用しやすい環境の整備について

４　地域公共交通を地域で支えるため
　　の仕組みの構築について

市立病院の外来診療をお知らせします
問合先：市立病院

医事担当☎（45）1811

時間
平日 8：30 ～ 11：00
土曜日 8：30 ～ 10：30
眼科（月～土） 8：30 ～ 10：00

■受付時間

診療科目 診療日 時間
内科 火・木 13：00 ～ 15：00

皮膚科 火・金 13：30 ～ 16：00
耳鼻咽喉科 月 13：30 ～ 16：00

乳腺外科 月 12：30 ～ 16：30
呼吸器外科 水 12：30 ～ 14：30

禁煙外来 金 電話による予約制

■午後診療受付時間

日曜日
国民の祝日
年末年始（12 月29 日～ 1 月3 日）

■外来休診日

診療科 診察室 時間 月 火 水 木 金 土

内科

１ 午前 鈴　木 鈴　木 保　坂 渡　辺 鈴　木 交代制
午後

２ 午前 樋　貝 落　合 渡　辺
人間ドック含む 落　合 保　坂

人間ドック含む 交代制

午後

３ 午前 保坂【予約】 樋貝【予約】 樋　貝 渡辺【予約】
午後 鈴木【予約】 保　坂

５
午前 渡辺【予約】 山梨大学医師

糖尿病外来【予約】 落合【予約】 保坂【予約】 齋　藤

午後 山梨大学医師
糖尿病・一般 鈴木【予約】

外科

６ 午前 深　澤
呼吸器・一般

12 午前 岡　本 岡　本 川  島 川  島 岡　本 川　島

13
午前 山梨大学医師

小児外科外来
深　澤

呼吸器・一般
山梨大学医師
乳腺外科外来 丸　山 深　澤

呼吸器・一般
深　澤

呼吸器・一般

午後 山梨大学医師
乳腺外科外来

深　澤
呼吸器・一般

深　澤
禁煙外来

17 午前 丸山【予約】
整形外科

  ※1　第2・4・5 週
  ※2　第1・3 週
  ※3　第1・3・5 週
  ※4　第2・4 週

10
午前

髙　澤 丸　木　※3
髙　澤　※4

髙　澤　※3
丸　木　※4 髙　澤 丸　木 交代制

（事前にお問合
せください）11 関　戸 関　戸　※3

非常勤医師 ※4
関　戸　※1
非常勤医師 ※2 関　戸 関　戸

脳神経外科 14 午前 小　俣 小　俣 山梨大学医師 小　俣 小　俣

形成外科 ６ 午前 東京医科歯科
大学医師

小児科

  ※1　第3 火曜日
  ※2　第3 木曜日

15
午前 太　田 太　田 太　田 廣　瀬 太　田 交代制

午後 山梨大学医師
神経外来 ※1【予約】 予防接種 山梨大学医師

心臓外来 ※2【予約】 予防接種

16 午前 廣　瀬 亀　井 山梨大学医師 亀　井 山梨大学医師 交代制
午後 乳児検診 予防接種 予防接種

産婦人科 18 午前 赤十字病院医師 赤十字病院医師 赤十字病院医師

耳鼻咽喉科 21 午前 山梨大学医師 山梨大学医師 山梨大学医師
午後 山梨大学医師

眼  科

  ※1　第2・4 週
20 午前 東京医科大学医師 東京医科大学医師 東京医科大学医師 山梨大学医師 東京医科大学医師  ※１

皮膚科 ６ 午前 山梨大学医師 山梨大学医師 山梨大学医師
午後 山梨大学医師 山梨大学医師

泌尿器科 17 午前 山梨大学医師 山梨大学医師

■この予定表は予告なく変更することがあります。休診情報などの詳細についてはお問い合せください。
■利用可能なクレジットカード

　○利用可能なクレジットカード
　○三菱 UFJ ニコス
　○ DC
　○ UFJ
　○ニコス
　○ VISA
　○ MasterCard
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悪質な滞納は絶対に許しません
問合先：税務課

収納対策室

都
留
市
債
権
回
収
特
別
対
策
本
部
の

設
置

　

本
市
で
は
、
平
成
25
年
度
よ
り
債

権
回
収
特
別
対
策
本
部
及
び
債
権
回

収
特
別
対
策
チ
ー
ム
を
設
置
し
、
滞

納
対
策
を
進
め
て
い
ま
す
。
納
期
内

に
納
付
い
た
だ
い
て
い
る
多
く
の
方
々

と
の
公
平
性
を
保
つ
た
め
、
元
国
税

職
員
を
登
用
し
、
高
額
な
滞
納
や
複

数
の
部
署
に
ま
た
が
る
滞
納
案
件
に

つ
い
て
、
積
極
的
に
市
税
そ
の
他
の
債

権
回
収
対
策
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

山
梨
県
地
方
税
滞
納
整
理
推
進
機
構

と
の
協
力
に
よ
る
市
税
の
徴
収
強
化

　

山
梨
県
地
方
税
滞
納
整
理
推
進
機

構
は
、
山
梨
県
及
び
県
内
の
市
町
村

が
共
同
で
市
税
の
滞
納
整
理
を
推
進

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ

た
組
織
で
す
。
悪
質
な
滞
納
者
に
対

し
、
山
梨
県
地
方
税
滞
納
整
理
推
進

機
構
と
共
同
で
差
押
え
や
公
売
な
ど

の
処
分
を
執
行
し
て
い
ま
す
。

差
押
処
分

　

督
促
状
の
発
送
日
か
ら
10
日
経

過
す
る
と
、
土
地
・
建
物
、
預
貯
金
・

給
与
な
ど
の
財
産
が
あ
る
滞
納
者

に
は
、
法
律
に
基
づ
き
強
制
的
に

差
押
え
を
執
行
し
ま
す
。
差
押
え

後
も
納
付
さ
れ
な
い
場
合
は
、
公

売
な
ど
差
押
え
た
財
産
の
換
価
を

行
い
、
未
納
の
税
金
に
充
て
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

差
押
え
の
対
象

　

土
地
・
建
物
、
預
貯
金
、
生
命
保

険
、
有
価
証
券
、
勤
務
先
か
ら
支
給

さ
れ
る
給
与
、
売
掛
金
、
自
動
車
、

バ
イ
ク
な
ど

給与 預貯金 生命保険 土地・建物 その他 計
11 69 12 8 13 113

◎延滞金を徴収します。
　市税の納付は、納期内納付が原則です。納期までに税金が完納されな
い場合には、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、法律の定
めにより計算した延滞金が加算されます。

○納期限の翌日から 1カ月を経過するまで⇒年2.8％
○1カ月を経過した日以降⇒年9.1％

※延滞金の率は平成27年5月1日現在の数字です。

金額
18,175,249円

都留市差押え状況（平成26年度）
■差押処分件数

■差押えによる収納実績

困
っ
た
と
き
は
相
談
を

　

重
い
病
気
や
失
業
、
災
害
な
ど
に

よ
り
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
猶
予

措
置
等
の
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
ま
た
、
日
中
時
間
の
な
い
方
の

た
め
に
、
毎
週
水
曜
日
は
午
後
7
時

ま
で
窓
口
を
開
設
し
て
い
ま
す
。
お

気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

国民健康保険からのお知らせ
問合先：税務課 市民税担当

市民課 保険年金担当
　
「
倒
産
・
解
雇
な
ど
に
よ
る
離
職
」や

「
雇
い
止
め
な
ど
に
よ
る
離
職
」を
さ
れ

た
方
は
、
国
民
健
康
保
険
税
が
軽
減
さ

れ
ま
す
。

対
象
者

　

65
歳
未
満
の
方
で
、
離
職
の
翌
日
か

ら
翌
年
度
末
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、

雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格
者（
例
：

倒
産
・
解
雇
な
ど
に
よ
る
離
職
）及
び

雇
用
保
険
の
特
定
理
由
離
職
者（
例
：

雇
い
止
め
な
ど
に
よ
る
離
職
）と
し
て

失
業
等
給
付
を
受
け
る
方
で
す
。

※
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
第
１
面

の「
⑫
離
職
年
月
日　

理
由
」な
ど
に
よ

り
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。（
対

象
と
な
る
離
職
理
由
コ
ー
ド
は
、
11
、

12
、
21
、
22
、
23
、
31
、
32
、
33
、
34

で
す
。）

軽
減
額

　

国
民
健
康
保
険
税
は
、
前
年
の
所
得

な
ど
に
よ
り
算
定
さ
れ
ま
す
。
軽
減
方

法
は
、
前
年
の
給
与
所
得
を
そ
の
30
％ 

に
減
ら
し
て
計
算
し
ま
す
。

軽
減
期
間

　

離
職
の
翌
日
か
ら
翌
年
度
末
ま
で
の

期
間
で
す
。

※
雇
用
保
険
の
失
業
等
給
付
を
受
け
る

期
間
と
は
異
な
り
ま
す
。
ま
た
、
国
民

健
康
保
険
に
加
入
中
は
、
途
中
で
就
職

し
て
も
引
き
続
き
対
象
と
な
り
ま
す

が
、
会
社
の
健
康
保
険
に
加
入
す
る
な

ど
国
民
健
康
保
険
を
脱
退
す
る
と
終
了

し
ま
す
。

※
軽
減
を
受
け
る
に
は
申
告
が
必
要

で
す
。

ふれあいパーティー参加者募集！！
問合先：市民課

（都留市結婚相談所事務局）
　

都
留
市
結
婚
相
談
所
で
は
ス
テ
キ
な

パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
出
会
い
を
求
め
て
お

ら
れ
る
方
の
た
め
に「
ふ
れ
あ
い
パ
ー

テ
ィ
ー
」を
開
催
い
た
し
ま
す
。

　

お
茶
や
ケ
ー
キ
を
召
し
上
が
り
な
が

ら
、
楽
し
い
ひ
と
と
き
を
お
過
ご
し
く

だ
さ
い
。
お
気
軽
に
ご
参
加
を
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
。

日
　
時
　
６
月
28
日（
日
）13
時
～　
　

　
　
　
　
（
受
付
12
時
30
分
）

場
　
所
　
都
ゴ
ル
フ
倶
楽
部（
都
留
市

戸
沢
１
３
５
３
番
地
）

対
象
者
　

　

男
性
…
市
内
在
住
45
歳
ま
で
の
結
婚

　
　
　
　

を
考
え
て
い
る
方　

15
名

　

女
性
…
45
歳
ま
で
の
結
婚
を
考
え
て

　
　
　
　

い
る
方　

15
名

参
加
費　

男
性　

３
、０
０
０
円

　
　
　
　

女
性　

２
、０
０
０
円

※
応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
と
し

ま
す
。

申
込
方
法
　
参
加
申
込
用
紙（
市
民
課
・

各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
な
ど
に
あ

り
ま
す
。
な
お
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。）に

ご
記
入
の
上
、
郵
送
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で

応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
期
日
　
６
月
５
日（
金
）必
着

※
郵
送
の
場
合
は
当
日
消
印
有
効
。
参

加
の
可
否
は
、
後
日
連
絡
を
致
し
ま
す
。

問
合
先
　
都
留
市
結
婚
相
談
所
事
務
局

　
　
　
　
（
都
留
市
市
民
課
）

　

都
留
市
上
谷
一
丁
目
１
番
１
号

　

☎（
46
）０
１
７
０

　

Ｆ
Ａ
Ｘ（
20
）３
６
２
２

住宅改修に伴う固定資産税の減額措置
問合先：税務課

資産税担当

住
宅
耐
震
改
修
に
伴
う
固
定
資
産
税

の
減
額
措
置

条
　
件　

昭
和
57
年
１
月
１
日
以
前

に
建
築
さ
れ
た
家
屋
で
、
平
成
27
年
２

月
１
日
～
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
現

行
の
耐
震
基
準
に
適
合
し
た
改
修
を

し
、
工
事
費
が
50
万
円
以
上
の
家
屋

内
　
容　

改
修
家
屋
全
体
に
か
か
る

固
定
資
産
税
額
の
２
分
の
１
を
次
の

と
お
り
減
額
し
ま
す
。

①
通
常
の
耐
震
改
修
工
事
は
、
翌
年

1
年
度
分

②「
要
安
全
確
認
沿
道
建
築
物
」
に

該
当
す
る
家
屋
は
、
翌
年
か
ら
２

年
度
分

※「
要
安
全
確
認
沿
道
建
築
物
」と
は

地
震
に
よ
っ
て
倒
壊
し
た
場
合
に
道

路
通
行
を
妨
げ
、
多
数
の
者
の
円
滑

な
避
難
を
困
難
と
す
る
建
築
物
で
、

県
耐
震
改
修
促
進
計
画
又
は
市
耐
震

改
修
計
画
に
記
載
さ
れ
た
道
路
の
区

間
に
そ
の
敷
地
が
接
す
る
も
の
の
う

ち
、
耐
震
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い

建
築
物

減
額
対
象
面
積　

１
戸
あ
た
り

１
２
０
㎡
相
当
分
ま
で

住
宅
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
に
伴
う

固
定
資
産
税
の
減
額
措
置

条
　
件　

平
成
19
年
1
月
1
日
以
前

に
建
築
さ
れ
た
家
屋
の
う
ち
、
次
の

①
か
ら
③
の
方
が
居
住
す
る
住
宅

で
、
平
成
27
年
２
月
１
日
～
平
成
28

年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
、
補
助
金

な
ど
を
除
く
工
事
費
が
50
万
円
以
上

の
も
の
で
、
か
つ
ア
か
ら
ク
の
バ
リ

ア
フ
リ
ー
改
修
工
事
が
行
わ
れ
た
住

宅（
賃
貸
住
宅
は
除
き
ま
す
）。

居
住
者
要
件

①
65
歳
以
上
の
方

②
要
介
護
認
定
ま
た
は
要
支
援
認
定

を
受
け
て
い
る
方

③
障
が
い
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て

い
る
方

工
事
要
件

ア
　
廊
下
の
拡
幅

イ
　
階
段
の
勾
配
の
緩
和

ウ
　
浴
室
の
改
良

エ
　
便
所
の
改
良
　

オ
　
手
す
り
の
取
り
付
け

カ
　
床
の
階
段
の
解
消
　

キ
　
引
き
戸
へ
の
取
り
替
え

ク
　
床
表
面
の
滑
り
止
め
化

内
　
容　

改
修
家
屋
全
体
に
か
か
る

翌
年
度
分
の
固
定
資
産
税
額
の
３
分

の
１
を
減
額
し
ま
す
。

減
額
対
象
面
積　

１
戸
あ
た
り

１
０
０
㎡
相
当
分
ま
で

省
エ
ネ
改
修（
熱
損
失
防
止
改
修
）工

事
を
行
っ
た
既
存
住
宅
に
係
る
固
定

資
産
税
の
減
額
措
置

条
　
件　

平
成
20
年
1
月
1
日
以
前

に
建
築
さ
れ
た
家
屋
に
お
い
て
、
平

成
27
年
２
月
１
日
～
平
成
28
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
に
、
工
事
に
要
す
る

費
用
が
50
万
円
以
上
の
省
エ
ネ
改
修

工
事
を
行
っ
た
住
宅
で
次
の
①
か
ら

④
ま
で
の
工
事
の
う
ち
、
①
を
含
む

改
修
工
事
が
行
わ
れ
た
家
屋（
賃
貸

住
宅
を
除
く
）。

①
窓
の
改
修
工
事（
必
須
）

　
　
　
　

＋

②
床
の
断
熱
改
修
工
事

③
天
井
の
断
熱
改
修
工
事　

④
壁
の
断
熱
改
修
工
事

内
　
容　

改
修
家
屋
全
体
に
か
か
る

翌
年
度
分
の
固
定
資
産
税
額
の
３
分

の
１
を
減
額
し
ま
す
。

減
額
対
象
面
積　

１
戸
あ
た
り

１
２
０
㎡
相
当
分
ま
で

○
共
通
事
項　

申
　
請　

改
修
後
３
カ
月
以
内
に

所
定
の
申
請
用
紙
に
記
入
の
う
え
、

添
付
書
類
を
つ
け
て
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

添
付
書
類　

申
請
に
添
付
す
る
書

類
は
、
工
事
証
明
書（
明
細
書
を
含

む
）、
工
事
費
領
収
書
、
完
成
写
真

と
な
り
ま
す
。

※
工
事
証
明
書
は
、
建
築
士
、
指
定

確
認
検
査
機
関
、
登
録
住
宅
性
能
評

価
機
関
ま
た
は
住
宅
瑕
疵
担
保
責
任

保
険
法
人
で
発
行
し
ま
す
。

（ ② ～ ④ ま
で の ど れ か
１ つ 以 上 ）
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目
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
！

○
住
宅
を
取
り
壊
し
て
更
地
に
し
た

場
合
や
住
宅
用
地
の
特
例
を
見
直
し

た
場
合

　

専
用
住
宅（
人
が
住
む
た
め
の
建

物
）
が
建
っ
て
い
る
土
地
に
つ
い
て

は
、
法
律
上
の
特
例
が
設
け
ら
れ
て

い
る
た
め
、
土
地
の
固
定
資
産
税
評

価
額
が
減
額
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
の
住
宅
を
取
り
壊
さ

れ
て
し
ま
い
ま
す
と
、
そ
の
特
例
の

適
用
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
税
額

が
増
え
て
し
ま
い
ま
す
。

　

ま
た
、
同
一
敷
地
内
に
事
業
用
の

家
屋
を
建
て
た
場
合
な
ど
、
そ
の
事

業
用
の
家
屋
の
割
合
な
ど
の
影
響
で
、

住
宅
用
地
の
特
例
の
対
象
と
な
っ
て

い
た
面
積
が
減
少
す
る
場

合
が
あ
り
、
そ
の
場
合
も

税
額
が
増
え
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

○
地
価
が
下
落
し
て
も
土

地
の
税
額
が
増
え
る
場
合

　

バ
ブ
ル
期
の
急
激
な
土

地
の
価
格
の
上
昇
や
そ
の
後

の
急
激
な
下
落
な
ど
に
よ

り
、
地
域
や
土
地
の
価
格
に

ば
ら
つ
き
が
あ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
ば
ら

つ
き
を
是
正
す
る
た
め
負
担

水
準（
個
々
の
宅
地
の
課
税

標
準
額
が
固
定
資
産
評
価

額
に
対
し
て
ど
の
程
度
ま

で
達
し
て
い
る
か
を
示
す
も

の
）に
よ
り
税
負
担
の
調
整

措
置
を
行
っ
て
い
ま
す（
図

　　　　　Ｈ26固定資産税課税標準額（昨年度の課税標準額）
負担水準＝
　　　　　Ｈ27固定資産税評価額（今年度の評価額）

■図表４　負担水準の算定

　

昨
年
よ
り
固
定
資
産
税
が
増
え
た

の
は
な
ぜ
？

　

土
地

　

固
定
資
産
税
に
お
け
る
土
地
の
価

格
は
、
現
況
で
判
断
さ
れ
て
い
ま
す
。

登
記
の
地
目
で
価
格
を
決
定
し
て
い

る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、

登
記
の
地
目
が
畑
で
あ
っ
て
も
、
そ

の
土
地
の
上
に
建
物（
家
や
倉
庫
な

ど
）を
建
築
し
た
り
、
駐
車
場
や
作
業

資
材
を
置
く
場
所
な
ど
に
使
用
し
た

り
し
て
い
る
と
、
宅
地（
宅
地
並
み
雑

種
地
）課
税
と
な
り
、
税
額
が
増
え
て

し
ま
い
ま
す
。
ま
た
宅
地
を
農
地
と

し
て
利
用
し
て
い
る
場
合
は
、
現
況

が
農
地
で
あ
っ
て
も
、
宅
地
と
し
て

課
税
し
ま
す
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、

次
の「
農
地
転
用
を
行
っ
た
場
合
」を

参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

　

そ
の
他
、
土
地
の
固
定
資
産
税
が
増

え
る
主
な
要
因
は
次
の
と
お
り
で
す
。

○
農
地
転
用
を
行
っ
た
場
合

　

農
地
転
用
と
は
、
本
人
の
申
請
に

基
づ
い
て「
農
地
を
農
地
以
外
に
す
る

こ
と
」で
す
。

　

つ
ま
り
、
農
地
転
用
の
申
請
を
し

て
農
業
委
員
会
か
ら
認
可
を
受
け
て

い
れ
ば
、
た
と
え
、
農
地
転
用
後
も

農
地
と
し
て
使
用
し
て
い
た
と
し
て

も
、
固
定
資
産
評
価
す
る
う
え
で
は

「
い
つ
で
も
農
地
以
外
に
利
用
で
き
る

た
め
、
潜
在
的
な
価
値
は
宅
地（
宅
地

並
み
雑
種
地
）」と
さ
れ
、
宅
地（
宅
地

並
み
雑
種
地
）評
価
と
な
り
ま
す
。

→
農
地
転
用
後
は
、
法
務
局
で
登
記
地

表
４
）。

　

こ
れ
は
、
現
在
の
適
正
な
評
価
額

に
対
し
て
極
端
に
税
額
が
低
い
宅
地

に
つ
い
て
行
わ
れ
る
調
整
措
置
で
す
。

こ
の
調
整
措
置
の
対
象
と
な
っ
て
い
る

宅
地
の
場
合
５
％
程
度
、
前
年
度
よ
り

税
額
が
上
が
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
、
今
月
発
送
の
固
定
資
産
税
納

税
通
知
書
の
裏
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
平
成
26
年
度
の
固
定
資
産

税
分
か
ら
住
宅
用
地
に
つ
い
て
は
、

法
律
な
ど
の
改
正
に
よ
り
据
置
措
置

が
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

家
屋

　

家
屋
は
基
本
的
に
増
築
で
も
し
な

い
か
ぎ
り
、
固
定
資
産
税
額
が
増
え
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
新
築

の
専
用
住
宅
で
は
、
初
め
て
課
税
さ
れ

た
年
度
か
ら
３
年
間（
長
期
優
良
住
宅

の
認
定
を
受
け
て
い
る
家
屋
な
ど
は
５

年
間
）軽
減
を
受
け
て
い
ま
す
。
そ
の

軽
減
期
間
が
満
了
し
て
し
ま
う
と
、
通

常
の
税
額
に
戻
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ

の
た
め
、
軽
減
を
受
け
て
い
た
年
度
に

比
べ
、
税
額
が
増
え
て
し
ま
い
ま
す
。

※
平
成
26
年
度
に
軽
減
期
間
が
満
了

し
、
家
屋
に
お
け
る
固
定
資
産
税
が

前
年
に
比
べ
増
え
る
方
は
次
の
建
築

年
に
建
て
ら
れ
た
住
宅
で
す
。

○
平
成
23
年
１
月
２
日
か
ら
平
成
24

年
１
月
１
日
ま
で
に
新
築
さ
れ
た
一

般
の
住
宅

○
平
成
21
年
１
月
２
日
か
ら
平
成
22

年
１
月
１
日
ま
で
に
新
築
さ
れ
た
長

期
優
良
住
宅
及
び
３
階
建
以
上
の
中

高
層
耐
火
住
宅

固定資産税Q＆ A
問合先：税務課

資産税担当

　

共
有
資
産
を
持
分
ご
と
に
課
税
で
き

な
い
の
で
し
ょ
う
か
？

　

共
有
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税
は
、

法
律
で
共
有
者
全
員
が
連
帯
し
て
納
付

す
る
連
帯
納
税
義
務
を
負
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

連
帯
納
税
義
務
と
は
、
持
分
に
対
し

て
の
み
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な
く
、

共
有
者
全
員
で
全
額
の
納
税
義
務
を
負

う
も
の
で
す
。
こ
の
た
め
、
共
有
資
産

を
持
分
ご
と
に
別
々
に
課
税
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

第１期・全期前納 ６月１日（月）
第２期 ７月31日（金）
第３期 12月25日（金）
第４期 ２月29日（月）

≪コンビニエンスストアで納入する場合≫
○納付金額が 1納付書あたり 30万円を超える場合はご利用できません。
○全期一括の納付書が使用できず、前納報奨金がつきません。
　※前納報奨金を受けられる方は、都留市役所、各地域コミュニティセ
ンター、市内指定金融機関並びにゆうちょ銀行での納付をお願いしま
す。

～固定資産税の納期～

　

年
の
始
め（
平
成
27
年
１
月
10
日
）に

家
屋
を
取
り
壊
し
ま
し
た
が
、
平
成
27

年
度
の
固
定
資
産
税
の
課
税
対
象
と

な
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
？

　

固
定
資
産
税
の
賦
課
期
日
は
毎
年
１
月

１
日
現
在
に
存
在
し
て
い
る
固
定
資
産
を

対
象
と
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
平

成
27
年
１
月
10
日
に
取
り
壊
さ
れ
た
家
屋

も
１
月
１
日
時
点
で
は
、
存
在
し
て
い
た

こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
平
成
27
年
度
の

固
定
資
産
税
の
課
税
対
象
と
な
り
ま
す
。

固
定
資
産
税
は
賦
課
期
日（
毎
年
１
月

１
日
現
在
）時
点
の
所
有
者
、
状
況
で

課
税
さ
れ
ま
す
！

　

私
Ａ
は
、
平
成
26
年
12
月
20
日
付
け

の
売
買
契
約
で
、
Ｂ
さ
ん（
買
主
）に
土

地
及
び
建
物
を
売
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、

平
成
27
年
１
月
４
日
付
け
で
Ｂ
さ
ん
に

所
有
権
移
転
の
登
記
が
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
5
月
に
送
付
さ
れ
て
き
た
平

成
27
年
度
固
定
資
産
税
の
納
税
通
知
で

は
、
私
Ａ（
売
主
）に
課
税
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
実
質
的
な
所
有
者
Ｂ
さ
ん
に
課

税
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？

　

法
律
で
は
課
税
す
る
期
日（
賦
課
期
日
）

を
毎
年
１
月
１
日
と
し
て
い
ま
す
。
１
月
１

日
現
在
で
登
記
簿
に
所
有
者
と
し
て
登
記

さ
れ
て
い
る
方
に
対
し
、
当
該
年
度
分
の

固
定
資
産
税
を
課
税
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
平
成
27
年
１
月
１
日

現
在
、
登
記
簿
に
所
有
者
と
登
録
さ
れ
て

い
た
の
は
Ａ
さ
ん（
売
主
）で
あ
っ
た
た
め
、

Ａ
さ
ん
に
課
税
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　固定資産税に関する疑問で、比較的よく尋ねられるものをまとめてみました。固定資産税納税通知書は 5 月18 日（月）に送付
します。固定資産税納税通知書の中でも説明していますが、それらをご覧になってもわからないことがありましたら、お気軽
に税務課 資産税担当までお問い合わせください。

　

家
屋
が
年
々
老
朽
化
し
て
い
る
の

に
評
価
額（
税
額
）が
下
が
ら
な
い
の

は
？

　

家
屋
の
評
価
額
は
再
建
築
費
を
求

め
、
家
屋
の
建
築
後
の
経
過
年
数
に

応
じ
て
、
通
常
生
じ
る
減
価
補
正
率

（
経
年
減
点
補
正
率
な
ど
）を
乗
じ
て

（
減
額
し
て
）、
固
定
資
産
評
価
額
を

算
出
し
て
い
ま
す
。
こ
の
経
年
減
点

補
正
率
は
、
経
過
年
数
が
そ
の
家
屋

の
耐
用
年
数
を
超
過
し
て
も
再
建
築

費
の
20
％
は
残
存
す
る
仕
組
み
が
と

ら
れ
て
い
る
の
で
、
あ
る
経
過
年
数

を
過
ぎ
て
し
ま
う
と
、
そ
の
後
の
価

格
が
下
が
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
再
建
築
費
に
お
け
る
資
材

費
や
労
務
費
は
、
新
築
時
で
は
な
く
、

評
価
替
え（
３
年
に
一
度
行
わ
れ
て
い

ま
す
）時
点
で
の
資
材
費
や
労
務
費
で

計
算
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
耐
用
年
数
を
超
過
し

て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
再
建

築
費
は
前
回
よ
り
増
額
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
に
は
前
年
度

に
据
え
置
く
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す

の
で
、
こ
の
場
合
も
最
終
的
に
固
定

資
産
税
額
は
下
が
ら
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

≪原則≫
不動産鑑定価格×70％＝評価額
評価額×70％＝課税標準額
課税標準額×1.4％＝税額

≪原則≫
不動産鑑定価格×70％＝評価額
評価額×１/６（200㎡を超える部分については１/３）＝課税標準額
課税標準額×1.4％＝税額

■図表１　非住宅用地の場合
　　　　　（事業用の宅地など）

■図表２　住宅用地の場合

　

固
定
資
産
税
の
評
価
額
、
税
額
は
ど

う
や
っ
て
算
定
さ
れ
て
い
る
の
？

　

土
地（
宅
地
）に
つ
い
て

　

宅
地
は
、
道
路
状
況
、
家
屋
の
過
密

度
な
ど
お
お
む
ね
類
似
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
地
区
ご
と
に
区
分
し
ま
す
。
そ

の
区
分
さ
れ
た
地
区
の
中
か
ら
標
準
的

な
宅
地
を
選
び
ま
す
。
そ
の
選
定
さ
れ

た
宅
地
を
不
動
産
鑑
定
士
が
売
買
実
例

な
ど
を
参
考
に
鑑
定
を
行
い
、
価
格
を

決
定
し
ま
す
。
こ
れ
を
不
動
産
鑑
定
価

格
と
い
い
ま
す
。

　

不
動
産
鑑
定
価
格
は
、
国
が
毎
年
１

月
１
日
現
在
で
発
表
す
る
地
価
公
示
価

格
と
同
程
度
の
金
額
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

固
定
資
産
評
価
額

は
不
動
産
鑑
定
価
格
の

70
％
相
当
額
と
し
て
い

ま
す
。
固
定
資
産
税
は
、

さ
ら
に
70
％
を
乗
じ
た

も
の（
課
税
標
準
額
と

い
い
ま
す
）に
税
率
１
・

４
％
を
乗
じ
て
税
額
が

算
出
さ
れ
て
い
ま
す（
図

表
１
）。

　

ま
た
、
住
宅
専
用
の
宅
地
に
つ
い
て

は
さ
ら
に
軽
減
の
措
置
が
と
ら
れ
て
い

ま
す（
２
０
０
㎡
ま
で
は
固
定
資
産
評

価
格
が
１
／
６
に
、
２
０
０
㎡
を
超
え

る
部
分
に
つ
い
て
は
１
／
３
に
軽
減
さ

れ
ま
す
・
図
表
２
）。

　

家
屋
に
つ
い
て

　

国
が
定
め
た
再
建
築
費
評
点
基
準
表

（
家
の
価
格
を
決
定
す
る
基
準
）に
基
づ

き
主
体
的
な
構
造
や
材
質
な
ど
を
調
査

し
、
価
格
を
決
定
し
て
い
ま

す
。
こ
の
再
建
築
費
と
は
、

評
価
の
対
象
と
な
っ
た
家
屋

に
つ
い
て
、
同
一
の
も
の
を

評
価
の
時
点
に
お
い
て
、
新

築
す
る
場
合
の
価
格
を
い
う

も
の
で
す
。
家
屋
に
お
け
る

固
定
資
産
税
額
は
、
こ
の
再

建
築
費
か
ら
、
時
間
の
経
過

に
よ
る
損
耗
な
ど
を
考
慮

（
減
額
）し
て
価
格
を
算
定
し

て
い
ま
す（
図
表
３
）。

　

償
却
資
産
に
つ
い
て

　

会
社
や
個
人
な
ど
の
事
業
者
が
そ
の

事
業
の
た
め
に
使
用
し
て
い
る
機
械
な

ど
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
の
申
告
に
基

づ
い
て
価
格
を
決
定
し
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
ア
パ
ー
ト
経
営
を
さ
れ
て

い
る
方
の
場
合
は
、
家
屋
に
つ
い
て
は

家
屋
と
し
て
の
固
定
資
産
税
が
課
税
さ

れ
ま
す
が
、
附
帯
す
る
駐
車
場
の
舗
装

や
フ
ェ
ン
ス
、
街
灯
な
ど
は
償
却
資
産

と
し
て
申
告
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。

再建築費×経年減点補正率など＝評価額
評価額（＝課税標準額）×1.4％＝税額

■図表３　再建築費からの税額算定
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水
道
メ
ー
タ
ー
の
使
用
有
効
期
間

は
、
計
量
法
に
基
づ
き
８
年
間
と
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
期
限
を
迎
え
る

も
の
は
定
期
的
に
市
が
新
し
い
水
道

メ
ー
タ
ー
に
交
換
し
ま
す
が
、
そ
の

交
換
作
業
は
市
が
委
託
し
た
都
留
市

指
定
工
事
店
組
合
加
盟
業
者
が
細
心

の
注
意
を
払
っ
て
行
い
ま
す
。

　

交
換
作
業
は
６
月
上
旬
か
ら
８
月

下
旬
ま
で
の
間
に
行
う
予
定
で
す

が
、
該
当
と
な
る
地
区
に
は
あ
ら
か

じ
め
自
治
会
を
通
じ
て
お
知
ら
せ
し

た
う
え
で
、
メ
ー
タ
ー
交
換
の
対
象

と
な
る
ご
家
庭
に
は
事
前
に
ハ
ガ
キ

で
通
知
し
ま
す
。
お
留
守
の
場
合
で

も
交
換
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
今
年
度
の
交
換
該
当
地
区

は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

水道メーター（量水器）の定期交換について
問合先：上下水道課

水道業務・簡易水道担当

メーター交換該当地区（６月上旬～８月下旬実施）

　上水道区域
　　上町・上天神町・下天神町
　　宮原・玉川・サンタウン玉川
　簡易水道区域
　　桂町

　交換作業は、20分程度の断水をして行い、交換済みの世帯
には「水道メーター交換完了のお知らせ」を郵便受けなどに投函
します。
※この交換作業で交換代金をいただく事はありません。ただ
し、この交換作業に伴いメーター付近の個人の配管工事（止水
栓の設置・メーターボックスの交換など）をご希望の場合、そ
の工事に係る費用は個人負担となります。
　メーターボックス内は土や枯葉などがたまってしまうことが
ありますので、交換前に清掃をお願いします。また正確な検針
ができるようにメーターボックス内を定期的に点検・清掃し、
常に清潔に保つように心がけてください。

災
害
時
に
家
族
の
無
事
を
地

域
の
人
に
知
ら
せ
ま
し
ょ
う

　

市
で
は
地
域
協
働
の
ま
ち
づ
く
り

推
進
会
の
提
言
を
受
け
、
昨
年
10
月

か
ら
災
害
時
に
お
け
る
迅
速
な
安
否

確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

白
色
タ
オ
ル
運
動
を
市
全
体
で
広
め

て
い
ま
す
。

「
白
色
タ
オ
ル
運
動
」と
は

　

こ
の
家
に
は
救
助
を
必
要
と
す
る

人
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
た

め
に
、
玄
関
や
門
扉
な
ど
外
か
ら
一

目
で
わ
か
る
と
こ
ろ
に
タ
オ
ル
を
結

び
つ
け
る
運
動
で
す
。

　

避
難
す
る
際
に
、
自
宅
の
両
隣
の

家
に
、『
無
事
で
す
か
？
』や『
一
緒

に
避
難
し
ま
せ
ん
か
？
』と
声
を
か

け
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
際
に
、
無
事

で
し
た
ら
、
タ
オ
ル
を
、
こ
の
家
に

住
ん
で
い
る
人
は
無
事
で
あ
る
意
思

表
示
を
し
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。

「
い
ざ
と
い
う
時
の
行
動
の
流
れ
」

①
自
分
自
身
の
身
の
安
全
の
確
保

②
家
族
が
無
事
で
あ
れ
ば
、
タ
オ
ル

を
結
び
つ
け
る

③
両
隣
に
声
を
か
け
て
安
否
を
確
認

④
無
事
な
ら
タ
オ
ル
を
結
び
つ
け
、

救
助
が
必
要
な
ら
、
応
援
を
求
め
る

⑤
速
や
か
に
避
難
す
る

※
タ
オ
ル
は
３
日
間
ほ
ど
そ
の
ま
ま

に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う

　

こ
の
運
動
を
市
民
の
皆
さ
ん
で
実

無事・安全確認の白色タオル運動
問合先：総務課
危機管理担当

践
す
る
こ
と
で
、
災
害
を
減
ら
す
こ

と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。　

　

ど
う
ぞ
、
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

【
タ
オ
ル
の
位
置
に
つ
い
て
は
左
の
写

真
を
参
考
に
し
て
み
て
く
だ
さ
い
】

■（
右
・
中
）通
り
か
ら
見
え
や
す
い

フ
ェ
ン
ス
な
ど
に
白
い
タ
オ
ル
を
結
ぶ

■（
左
）玄
関
先
に
白
い
タ
オ
ル
を
結
ぶ

農地中間管理事業をご活用ください 問合先：下記記事内をご覧ください

昨
年
度
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
新
し
い

農
地
の
貸
借
の
仕
組
み
で
す

◆
農
地
中
間
管
理
事
業
の
目
的
は
？

　

農
業
が
で
き
な
い
方
の
農
地
で
、

借
り
手
の
見
込
み
の
あ
る
農
地
を
県

農
地
中
間
管
理
機
構
が
借
り
入
れ

て
、
農
業
経
営
の
規
模
拡
大
を
し
た

い
農
業
者
や
、
新
規
就
農
者
な
ど
に

ま
と
め
て
貸
し
付
け
る
こ
と
で
、
農

用
地
の
集
団
化
の
促
進
や
、
遊
休
農

地
の
有
効
活
用
な
ど
を
図
り
ま
す
。

◆
農
地
中
間
管
理
事
業
の
具
体
的
な

流
れ
は
？

①�

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
農
地
を

借
り
た
い
農
業
者
や
法
人
を
募
集

②�

農
地
を
借
り
た
い
農
業
者
や
法
人

の
条
件
を
確
認

③�

農
地
を
貸
し
た
い
人
の
う
ち
、
借

り
た
い
方
の
ニ
ー
ズ
に
合
う
農
地

の
地
権
者
か
ら
機
構
が
農
地
を
借

り
受
け

④�

①
に
応
募
し
た
、
農
地
を
借
り
た

い
農
業
者
や
法
人
に
貸
し
付
け
る

◆
農
地
中
間
管
理
事
業
の
事
業

主
体
は
？

　

機
構
は
、
県
農
業
振
興
公
社
が
県

か
ら
指
定
さ
れ
、
事
業
を
実
施
し
て

い
ま
す
。
な
お
、
機
構
事
業
の
利
便

性
を
図
る
た
め
、
市
が
相
談
窓
口
業

務
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

◆
こ
ん
な
時
に
、
農
地
中
間
管
理
事

業
を
活
用
く
だ
さ
い
！

■
農
地
を
借
り
た
い
人

・
耕
作
し
て
い
る
農
地
の
隣
接
農
地

機構はこんな仕組みです

公的機関だから
安心して貸せます。

機構に貸し付けた人への
支援策もあります。

借りたい人の条件に
あう農地を探します。

農地を
貸したい人

農地を
借りたい人

山梨県
農地中間管理機構
（山梨県農業振興公社）

（　　　　　）

貸付け
貸付け
（転貸）

必要に応じて簡易な基盤
整備もおこないます。

公的機関から安心して
農地が借りられます。

が
遊
休
化
し
て
い
る
が
、
な
か
な
か

貸
し
て
く
れ
ず
に
困
っ
て
い
る
。

・
耕
作
し
て
い
る
農
地
が
各
地
に
分

散
し
て
い
る
の
で
な
ん
と
か
ま
と
め

て
、
農
地
の
規
模
拡
大
を
図
り
た
い
。

■
農
地
を
貸
し
た
い
人

・
高
齢
の
方
が
農
業
経
営
か
ら
リ
タ

イ
ア
す
る
と
き
や
、
農
地
を
相
続
し

た
が
農
業
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合

※
借
り
手
の
見
込
み
が
な
い
農
地
な

ど
条
件
に
よ
っ
て
は
、
お
借
り
で
き

な
い
農
地
が
あ
り
ま
す
。

問
合
先　

産
業
課�

農
林
振
興
担
当

山
梨
県
農
業
振
興
公
社

　

☎
０
５
５（
２
３
２
）２
７
６
０

※「農地を貸したい」「農地を借りたい」「制度の詳細を知りたい」
方は、お気軽にご相談ください。

スポーツ健康教室開催！
問合先：生涯学習課
スポーツ振興担当

　
「
体
を
動
か
し
た
い
け
ど
…
」そ
う

思
っ
て
い
る
皆
さ
ん
！
健
康
の
た

め
、
ス
ポ
ー
ツ
健
康
教
室
に
参
加
し

て
み
ま
せ
ん
か
？

日
　
程　

５
月
11
日（
月
）・
18
日

（
月
）・
25
日（
月
）・�

6
月
１
日（
月
）

�

受
　
付　

19
時
30
分
～

時
　
間
　
20
時
～
21
時
30
分

�

場
　
所　

市
民
総
合
体
育
館

参
加
料　

１
回
１
０
０
円（
保
険
料
）

内
　
容　

ス
ポ
ー
ツ
健
康
教
室
で

は
、
メ
イ
ン
ア
リ
ー
ナ
で
軽
ス
ポ
ー

ツ
、
サ
ブ
ア
リ
ー
ナ
で
ヨ
ガ
・
自
彊

術
を
実
施
し
ま
す
。
当
日
、
受
付
に

て
実
施
し
た
い
方
を
選
択
し
て
く
だ

さ
い
。

■
メ
イ
ン
ア
リ
ー
ナ（
１
階
）

ソ
フ
ト
バ
レ
ー
、
卓
球
、
バ
ド
ミ
ン

ト
ン
、
そ
の
他
軽
ス
ポ
ー
ツ
な
ど

■
サ
ブ
ア
リ
ー
ナ（
２
階
）

ヨ
ガ

　

５
月
11
日（
月
）・
18
日（
月
）

自
彊
術（
じ
き
ょ
う
じ
ゅ
つ
）

　

５
月
25
日（
月
）・
６
月
１
日（
月
）

※
自
彊
術
…
様
々
な
動
作
に
よ
り
全

身
を
ほ
ぐ
す
健
康
体
操�

そ
の
他

※
事
前
の
申
し
込
み
は
不
要
で
す
。

※
当
日
は
、
運
動
の
で
き
る
格
好

で
体
育
館
履
き
を
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。

※
両
方
の
運
動
を
行
う
こ
と
も
で
き

ま
す
。

■昨年開催され
た健康教室に
て、ヨガ（右）と
軽スポーツ（左）
を体験する参加
者の皆さん
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下水道供用開始区域拡大のお知らせ
問合先：上下水道課

下水道担当

　平成26年度に整備を行った区域（緑
色部分）は、平成27年４月から下水道
の使用が可能となります。また、３月
末までに整備が完了していない区域
（薄い緑色部分）は、平成27年７月に
使用開始予定です。

《受益者の申告について》
　供用開始区域内に水道の供給を受け
ている建物がある場合、土地所有者
（受益者）に対し受益者負担金を賦課す
ることとなります。５月上旬に、「供
用開始のお知らせ」と「受益者負担金申
告書」を、お配りします。記載事項に
誤りがないか確認し、申告してくださ
い。申告がされなかった場合は、認定
により受益者負担金が賦課されますの
で、必ず申告をお願いいたします。
　なお、一括納付の場合は最大で
28％割り引きされます。
※受益者負担金は、宅内排水設備工事
の時期にかかわらず、７月から納めて
いただきます。

《宅内排水設備工事について》
　下水道が使用できるようになった区
域では、宅内（台所・風呂・便所など）
の排水設備を設置し、すみやかに下水
道に接続してください。
　工事の施工は下水道排水設備指定工
事店に依頼してください。なお、供用
開始から３年以内に下水道に接続して
いただく方には、その接続年度により
工事費の補助金が交付されます。
※排水設備工事の補助金は受益者負担金
に滞納がある場合には交付されません。

期　別 納期限
第1期 7月31日（金）
第2期 ９月30日（水）
第3期 11月30日（月）
第4期 ２月１日（月）

工事完成の時期 補助金限度額
供用開始から
1年以内 10万円

2年以内 5万円
3年以内 3万円

■受益者負担金　納付期限

■工事完成の時期と、補助金限度額

市役所

田野倉団地

郵便局

都留 IC

市役所

田野倉団地

郵便局

都留 IC

市役所

田野倉団地

郵便局

都留 IC

■上谷一丁目

■田野倉

■つる一・三・四

国民年金についてのお知らせ
問合先：日本年金機構 大月年金事務所☎（22）3811

市民課 保険年金担当

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請

が
で
き
る
対
象
期
間
が
拡
大
さ

れ
ま
し
た
！

　

国
民
年
金
は
、
所
得
が
少
な
い
と

き
や
失
業
等
に
よ
り
保
険
料
を
納
付

す
る
こ
と
が
経
済
的
に
困
難
な
場
合
、

保
険
料
の
免
除
を
申
請
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
は
、
過
去
分
の
国
民
年
金

保
険
料
の
免
除
が
受
け
ら
れ
る
期
間

は
、
申
請
直
前
の
７
月（
学
生
納
付
特

例
は
直
前
の
４
月
）ま
で
の
１
年
以
内

で
し
た
が
、
平
成
26
年
４
月
か
ら
は
、

申
請
時
点
の
２
年
１
カ
月
前
の
月
分
ま

で
申
請
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
該
当
す
る
方
は
上
記
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

農林産物直売所の生産者としての登録募集！
問合先：産業課

農林振興担当
　

市
で
は
、
平
成
28
年
夏
の
オ
ー
プ

ン
を
目
指
し
、
リ
ニ
ア
見
学
セ
ン

タ
ー
近
く
の
大
原
地
区
に
、
大
規
模

な
農
林
産
物
直
売
所（「
道
の
駅
」登

録
予
定
）を
建
設
す
る
事
業
を
現
在

進
め
て
い
ま
す
。

　

直
売
所
の
運
営
で
一
番
重
要
な
品

揃
え
対
策
は
、
直
売
所
へ
農
林
産
物

な
ど
を
出
荷
す
る
生
産
者
の
育
成
と

組
織
作
り
と
考
え
て
お
り
、
野
菜
や

加
工
品（
６
次
産
業
化
加
工
品
な
ど
）

を
出
荷
・
出
品
し
た
い
方
な
ど
、
市

で
は
多
く
の
方
に
直
売
所
の
生
産
者

と
し
て
登
録
し
て
い
た
だ
き
、
直
売

所
運
営
に
携
わ
っ
て
も
ら
い
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。「
市
民
に
愛
さ
れ
」

「
地
域
に
愛
さ
れ
」「
訪
れ
る
人
に
愛

さ
れ
る
」そ
ん
な
施
設
を
目
指
し
て

い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
次
の
と
お
り
農
林
産
物

直
売
所
へ
農
林
産
物
や
加
工
品
な
ど

を
出
荷
・
出
品
し
た
い
と
希
望
さ
れ

る
生
産
者
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
期
間　

　

５
月
１
日（
金
）～
５
月
29
日（
金
）

　

平
日　

８
時
30
分
～
17
時
15
分

※
今
回
、
組
織
立
ち
上
げ
の
た
め

期
間
を
定
め
て
登
録
を
募
集
し
ま

す
が
、
そ
の
後
も
、
随
時
募
集
を

継
続
し
ま
す
の
で
応
募
を
お
願
い

し
ま
す
。

応
募
方
法　

氏
名
、
住
所
、
電
話
番

号（
自
宅
及
び
携
帯
）、
年
齢
、
連
絡

用
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
、
予
定
し
て
い

る
出
荷
・
出
品
物
名
な
ど
を
、「
直

売
所
生
産
者
登
録
申
込
用
紙
」に
記

入
の
上
、
左
記
場
所
へ
持
参
す
る

か
、
郵
送
ま
た
は
左
記
Ｅ
メ
ー
ル
ア

ド
レ
ス
へ
メ
ー
ル
に
て
応
募
く
だ
さ

い
。

※
登
録
申
込
用
紙
に
つ
き
ま
し
て

は
、
市
HP
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
。

応
募
場
所　

都
留
市
役
所
産
業
課

　

農
林
振
興
担
当

Ｅ
メ
ー
ル

　

nourin@
city.tsuru.lg.jp

※
お
土
産
品
や
フ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス

な
ど
を
希
望
さ
れ
る
方
や
事
業
者

の
方
、
障
が
い
者
福
祉
施
設
の
方

に
つ
き
ま
し
て
は
、
商
工
会
な
ど

を
通
じ
て
別
途
調
整
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

※
今
回
の
募
集
は
、
正
式
な
生
産
者

登
録
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
後
、
話

し
合
い
を
重
ね
る
中
、
生
産
者
組
織

を
構
築
し
、
入
会
金
や
年
会
費
の
設

定
、
直
売
所
の
維
持
運
営
費
と
な
る

販
売
手
数
料
の
比
率
の
検
討
な
ど
、

直
売
所
運
営
組
織
の
基
本
事
項
の
設

定
を
行
い
、
正
式
に
生
産
者
登
録
を

お
願
い
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

農
林
産
物
直
売
所
生
産
者
登

録
に
関
す
る
説
明
会
の
開
催

　

自
分
が
生
産
者（
出
荷
・
出
品
者
）

と
し
て
登
録
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
、

野
菜
作
り
を
し
て
い
る
が
、
今
は
近

所
や
親
戚
に
野
菜
を
配
っ
て
い
る
が

生
産
者
と
な
れ
る
の
か
、
都
留
市
の

直
売
所
が
ど
の
よ
う
な
も
の
が
で
き

る
か
に
よ
っ
て
登
録
を
考
え
た
い
な

ど
、
お
悩
み
の
方
も
多
い
か
と
思
い

ま
す
。

　

そ
こ
で
、
左
記
に
よ
り
生
産
者
登

録
に
関
す
る
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

の
で
、
直
売
所
に
ご
興
味
の
あ
る
方

は
、
ご
参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。

開
催
日
時　

５
月
20
日（
水
）19
時
～

　
　
　
　
　
（
約
１
時
間
程
度
）

開
催
場
所　

市
役
所
３
階
大
会
議
室

※
説
明
会
終
了
後
、
個
別
の
相
談
も

お
受
け
し
ま
す
が
、
相
談
者
が
多
い

場
合
は
お
時
間
が
か
か
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
後
納
制
度
で
将
来
の

年
金
額
を
増
や
せ
ま
す
！

　

後
納
制
度
は
、
過
去
10
年
間
に
納
め

忘
れ
た
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
に
よ

り
、
将
来
の
年
金
額
を
増
や
す
こ
と
が

で
き
る
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
年
金
を
受
給
で
き
な
か
っ
た

方
は
後
納
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
で
年

金
が
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

過
去
10
年
以
内
に
納
め
忘
れ
の
保
険
料

が
あ
る
方
は
、
後
納
制
度
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

　

な
お
、
後
納
制
度
が
利
用
で
き
る

期
限
は
９
月
30
日
ま
で
と
な
っ
て
い

ま
す
。
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風しん予防接種の費用助成を行います
問合先：健康子育て課

予防担当
　

本
市
で
は
、
先
天
性
風
し
ん
症
候
群

を
予
防
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
風
し
ん
の

予
防
接
種
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

　

一
昨
年
の
夏
、
首
都
圏
で
流
行
し

た
風
し
ん
は
、
県
内
で
は
、
昨
年
、

患
者
が
十
数
名
発
生
し
ま
し
た
。
そ

の
後
、
流
行
は
落
ち
着
い
て
い
ま
す

が
引
き
続
き
注
意
が
必
要
で
す
。

　

妊
婦
、
特
に
妊
娠
初
期
に
風
し
ん

に
か
か
る
と
、
生
ま
れ
て
く
る
赤

ち
ゃ
ん
が「
先
天
性
風
し
ん
症
候
群
」

と
い
う
病
気
に
か
か
っ
て
し
ま
う
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
平
成
27
年
度
も

引
き
続
き
風
し
ん
予
防
接
種
の
費
用

を
助
成
し
ま
す
。
妊
娠
の
可
能
性
の

あ
る
女
性
や
、
そ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
で

風
し
ん
に
か
か
っ
た
こ
と
が
な
い

方
、
風
し
ん
ワ
ク
チ
ン
を
受
け
て
い

な
い
方
は
、
予
防
接
種
を
ご
検
討
く

だ
さ
い
。
な
お
、
大
人
の
風
し
ん
予

防
接
種
は
任
意
接
種
と
な
り
ま
す
。

費
用
助
成
対
象

次
の
条
件
を
満
た
す
方

・
都
留
市
に
住
民
票
が
あ
る
方

・
昭
和
41
年
４
月
２
日
生
ま
れ
～
平
成

７
年
４
月
１
日
生
ま
れ
ま
で
の
男
女

・
風
し
ん
に
か
か
っ
た
こ
と
の
な
い

方（
風
し
ん
の
予
防
接
種
を
２
回
接

種
し
た
人
は
除
く
）

助
成
期
間　

４
月
１
日
～
平
成
28
年

３
月
31
日
接
種
分

助
成
額
・
助
成
回
数

・
麻
し
ん
風
し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
…

　

５
、０
０
０
円

Ｈ7年生まれ～ Ｈ2～Ｈ6年生まれ Ｓ54～H1年生まれ Ｓ41～Ｓ53年生まれ

個別接種2回

幼児期に
個別接種１回
高校で
個別接種１回
（計2回）

中学生の時に集団
及び個別接種１回

男性は１回も接
種していないの
で免疫を持って
いる方はほとん
どいません。
女性は中学生の時
に集団接種１回

■参考　風しんの接種状況

・
風
し
ん
単
独
ワ
ク
チ
ン
…

　

３
、０
０
０
円

（
自
己
負
担
額
は
、
お
よ
そ
3
、

０
０
０
円
～
５
、０
０
０
円
程
度
）

・
助
成
回
数
は
一
回
で
す
。

助
成
方
法
　

①
代
理
受
領
の
方
法

　

接
種
を
希
望
す
る
方
は
、
都
留
市

が
定
め
る
指
定
医
療
機
関
で
任
意
の

予
防
接
種
を
行
い
、
窓
口
で
助
成
額

を
差
し
引
い
た
自
己
負
担
額
を
お
支

払
い
く
だ
さ
い
。
予
約
を
し
て
か
ら

医
療
機
関
を
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

②
償
還
払
い
の
方
法

　

指
定
医
療
機
関
以
外
で
接
種
を
受

け
た
場
合
は
、
各
医
療
機
関
の
定
め
る

接
種
料
金
を
窓
口
で
全
額
お
支
払
い

た
だ
き
、
接
種
後
、
都
留
市
に
助
成
金

の
申
請
を
行
う
方
法
で
す
。
次
の
も
の

を
持
参
し
、
健
康
子
育
て
課
へ
お
越
し

く
だ
さ
い
。（
申
請
書
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。）

申
請
時
必
要
な
も
の

領
収
書
・
印
鑑
・
接
種
し
た
本
人
名

義
の
口
座
が
分
か
る
も
の

※
償
還
払
い
の
申
請
は
平
成
28
年
4

月
10
日
ま
で
で
す
。

※「
先
天
性
風
し
ん
症
候
群
」に
つ
い

て
…
妊
娠
初
期
に
、
妊
婦
が
風
し
ん

に
か
か
る
と
、
生
ま
れ
た
赤
ち
ゃ
ん

に
、
耳
が
聞
こ
え
に
く
い
、
目
が
見

え
に
く
い
、
心
臓
に
病
気
が
あ
る
、

発
達
が
ゆ
っ
く
り
し
て
い
る
な
ど
、

生
ま
れ
つ
き
の
病
気
に
か
か
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

医院名 電話 医院名 電話

磯部医院 （43）4121 東桂メディカルクリニック （20）8010

須藤整形外科医院（43）3151 富士渡辺内科医院（45）8881

武井クリニック （45）6811 山岸医院 （43）2067

大戸内科医院 （45）3188 水島医院 （56）8220

しまだ医院 0555（25）
2388 都留市立病院 （45）1811

ﾂﾙ虎の門外科・ﾘﾊ
ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 （45）8861

■協力医療機関

子宮頸がん予防ワクチンの接種について
問合先：健康子育て課

予防担当
　

平
成
25
年
6
月
14
日
以
来
、
厚
生
労

働
省
の
予
防
接
種
審
議
会
に
お
い
て
、

子
宮
頸
が
ん
予
防
ワ
ク
チ
ン
の
副
反
応

報
告
に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
、
ワ
ク

チ
ン
と
の
因
果
関
係
が
否
定
で
き
な
い

持
続
的
な
疼
痛
や
関
節
痛
が
子
宮
頸
が

ん
予
防
ワ
ク
チ
ン
接
種
後
に
み
ら
れ
た

こ
と
か
ら
、
同
副
反
応
の
発
生
頻
度
等

が
よ
り
明
ら
か
に
な
り
、
国
民
に
適
切

な
情
報
提
供
が
で
き
る
ま
で
の
間
、
子

宮
頸
が
ん
予
防
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
は
、

現
在
、
積
極
的
に
は
お
勧
め
し
て
お
り

ま
せ
ん
。

　

な
お
、
対
象
者
の
う
ち
、
接
種
を
希

望
す
る
方
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ど

お
り
定
期
接
種
と
し
て
接
種
で
き
ま
す

が
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
有
効
性
及
び
安

全
性
等
に
つ
い
て
、
十
分
理
解
し
て
い

た
だ
い
た
上
で
接
種
し
て
く
だ
さ
い
。

詳
し
い
内
容
は
、
健
康
子
育
て
課
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
子
宮
頸
が
ん
予
防
ワ
ク
チ
ン
を
希
望

さ
れ
る
方
へ
】

対
象
者　

平
成
11
年
４
月
２
日
～
平
成

16
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
女
子（
小
学

６
年
生
～
高
校
１
年
生
相
当
）

接
種
方
法

①
指
定
の
医
療
機
関
で
個
別
接
種

②
健
康
子
育
て
課
で
資
料
と
予
診
票
の

発
行
を
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。（
必
ず
母

子
健
康
手
帳
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。）

③
適
切
な
間
隔
を
あ
け
て
3
回
接
種

接
種
料
金　

1
回
１
５
、８
９
０
円	

（
全
額
公
費
負
担
し
ま
す
の
で
、
自
己

負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
）

今
す
ぐ
が
ん
検
診
を

申
し
込
み
ま
し
ょ
う
！

　

あ
な
た
は
、
が
ん
検
診
を
受
け
て
い

ま
す
か
？

　
「
見
つ
か
る
と
怖
い
か
ら
」「
私
は
大

丈
夫
」「
時
間
が
な
い
」「
面
倒
だ
わ
」な

ど
の
理
由
で
、
受
け
て
い
な
い
方
が
大

勢
い
ま
す
。

　

か
な
り
の
確
率
で
が
ん
に
か
か
る
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
が
ん
に
か
か
る
と

い
う
こ
と
は
、
手
術
、
通
院
等
、
体
も

心
も
経
済
的
に
も
時
間
的
に
も
負
担
は

多
く
な
り
ま
す
。
正
し
い
情
報
を
知

り
、
早
期
発
見
早
期
治
療
に
心
が
け
ま

し
ょ
う
。

２
人
に
１
人
が
受
け
て
い
な
い

健
康
診
断
…
！

　

皆
さ
ん
は
健
康
診
断
を
受
け
て
い
ま
す

か
？

　

山
梨
県
の
死
因
２
、３
位
の「
心
臓
病
」

「
脳
血
管
疾
患
」の
発
症
は
、
動
脈
硬
化
が

要
因
と
な
る
病
気
で
す
。
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク

シ
ン
ド
ロ
ー
ム
に
な
る
と
、
糖
尿
病
、
高

血
圧
症
、
高
脂
血
症
の
一
歩
手
前
の
段
階

で
も
、
こ
れ
ら
が
内
臓
脂
肪
型
肥
満
を

ベ
ー
ス
に
複
数
重
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

動
脈
硬
化
を
進
行
さ
せ
、
ひ
い
て
は
心
臓

病
や
脳
卒
中
と
い
っ
た
命
に
か
か
わ
る
病

気
を
急
速
に
招
き
ま
す
。

　

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
に
よ
っ

て
引
き
起
こ
さ
れ
る
病
気
の
発
症
の
危
険

性
は
、
危
険
因
子（
肥
満
、
高
血
圧
、
脂

質
異
常
、
高
血
糖
）の
数
と
大
き
く
か
か

わ
っ
て
お
り
、
危
険
因
子
の
数
が
多
く
な

る
ほ
ど
危
険
度
は
高
ま
り
ま
す
。
例
え
ば

心
臓
病
の
場
合
、
危
険
因
子
が
な
い
人
の

■山梨県「人口動態調査」　第21表：死因
　順位 -全国山梨県（平成25年）

健康子育て課からのお知らせ
問合先：健康子育て課

健康づくり担当

女
性
の
方
に
朗
報
で
す
！

～
レ
デ
ィ
ー
ス
検
診
を
実
施
し
ま
す
～

　

今
年
度
は
、
子
宮
が
ん
検
診
・
乳
が

ん
検
診
・
骨
粗
し
ょ
う
症
検
診
が
同
時

に
受
け
ら
れ
る
、
レ
デ
ィ
ー
ス
検
診
を

実
施
し
ま
す
。
単
独
検
診
も
可
能
で
す
！

実
施
期
間　

８
月
７
日（
金
）８
日（
土
）

　
　
　
　
　

９
時
30
分
～
12
時

　
　
　
　
　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

実
施
場
所　

い
き
い
き
プ
ラ
ザ
都
留

申
込
方
法　

事
前
に
予
約
が
必
要
で
す
。

健
康
子
育
て
課
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
期
間　

　

５
月
７
日（
木
）～
６
月
30
日（
火
）

　

９
時
～
17
時（
土
日
祝
日
を
除
く
）

託
児
所　

託
児
所
を
開
設
し
ま
す
。
ご

希
望
の
方
は
、
お
申
し
込
み
の
際
予
約

し
て
く
だ
さ
い
。

共
通
申
込
先

　

健
康
子
育
て
課　

健
康
づ
く
り
担
当

　

☎（
46
）５
１
１
３

特
定
健
診
・
が
ん
検
診

実
施
期
間　

６
月
９
日（
火
）
～
26
日

（
金
）の
土
日
を
含
む
18
日
間

実
施
場
所　

い
き
い
き
プ
ラ
ザ
都
留

実
施
方
法　

健
康
保
険
証
の
種
類
・
年

齢
に
よ
っ
て
健
診
の
受
け
方
が
異
な
り

ま
す
。

詳
細
に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

電
話
申
込
期
間　

５
月
22
日（
金
）ま
で

（
土
日
祝
日
は
除
く
）９
時
～
17
時

危
険
度
を
１
と
す
る
と
、
危
険
因
子
を

１
つ
も
っ
て
い
る
場
合
は
５
・
１
倍
、

２
つ
も
っ
て
い
る
場
合
は
５
・
８
倍
、

３
～
４
個
も
っ
て
い
る
場
合
で
は
危
険

度
は
急
激
に
上
昇
し
、
な
ん
と
35
・
８

倍
に
も
な
り
ま
す
。

　

市
で
は
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー

ム
に
着
目
し
た
特
定
健
診
を
平
成
20
年

度
よ
り
実
施
し
て
お
り
ま
す
。
年
々
受

診
者
が
増
え
て
い
ま
す
が
、
ま
だ
約
２

人
に
１
人
の
方
は
特
定
健
診
を
お
受
け

に
な
っ
て
い
な
い
現
状
が
あ
り
ま
す
。

　

健
康
診
断
を
お
受
け
に
な
っ
て「
病

気
の
早
期
発
見
・
早
期
治
療
」や
生
活

習
慣
を
振
り
返
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？

山梨県の死因ワースト３
１位　「がん」
２位　「心臓病」
３位　「脳血管疾患」

　

胃
が
ん
、
大
腸
が
ん
、
肺
が
ん
、
前

立
腺
が
ん
、
子
宮
が
ん
、
乳
が
ん
は
、

検
診
に
よ
り
早
期
に
発
見
で
き
る
が
ん

で
す
。

　

ま
だ
、
が
ん
検
診
を
お
申
込
み
し
て

い
な
い
方
は
、
今
す
ぐ
、
お
申
し
込
み

を
し
て
く
だ
さ
い
。

（
昨
年
度
、
い
き
い
き
プ
ラ
ザ
都
留
で

の
健
診
を
お
受
け
に
な
っ
て
い
る
方

は
、
お
申
し
込
み
の
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。）

　 　 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上

男性
1位 胃 胃 胃 胃 胃
2位 大腸 大腸 大腸 肺 肺

女性 1位 乳房 乳房 胃 胃 胃
2位 子宮 胃 大腸 大腸 大腸

■性別や年齢による、かかるがんの変化

2010　独立行政法人国立がん研究センターがん対策情報センター
年齢部位別がん罹患数割合より

○�男性では、40歳以上で消化器系のがん（胃、大腸、肝臓）の罹患が多くを
占めますが、70歳以上では肺がんの割合が増加します。�
○�女性では、40歳代では乳がん、子宮がんの罹患が多くを占めますが、高齢に
なるほどその割合は減少し、消化器系のがん（胃、大腸）の割合が増加します。
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高齢者肺炎球菌感染症ワクチン予防接種について
問合先：健康子育て課
予防担当☎（46）5113

　

平
成
26
年
10
月
か
ら
、
高
齢
者
の
肺

炎
球
菌
感
染
症
ワ
ク
チ
ン
が
定
期
予
防

接
種
に
な
り
ま
し
た
。

　

今
年
度
対
象
と
な
る
方
に
は
通
知

（
予
診
票
同
封
）を
し
て
お
り
ま
す
。
健

康
状
態
の
良
い
時
に
接
種
す
る
よ
う
に

心
が
け
て
く
だ
さ
い
。

【
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
に
つ
い
て
】

　

肺
炎
は
日
本
人
の
死
亡
原
因
の
第
３

位
と
な
っ
て
お
り
、
特
に
75
歳
以
上
の

方
の
肺
炎
で
の
死
亡
率
は
男
女
と
も
急

激
に
増
加
し
ま
す
。
日
常
生
活
で
起
こ

る
肺
炎
の
原
因
菌
は
、
肺
炎
球
菌
が
一

番
多
い
と
い
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
肺
炎

球
菌
に
は
90
種
類
以
上
の
型
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
予
防
接
種
は
そ
の
う
ち
23
種

類
の
型
に
対
し
て
効
果
が
あ
り
ま
す
。

【
平
成
27
年
度
対
象
者
】

①
市
内
に
居
住
か
つ
住
民
基
本
台
帳

登
録
さ
れ
て
い
る
方
で
、
左
記
の
表

の
年
齢
の
方
。

②
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
者
で
あ
っ

て
、
心
臓
・
腎
臓
も
し
く
は
呼
吸
器
の

機
能
の
障
が
い
ま
た
は
ヒ
ト
免
疫
不
全

ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
の
機
能
の
障
が

い
を
有
す
る
方
。

【
接
種
期
間
】

　

４
月
１
日
～
平
成
28
年
３
月
31
日
ま
で

※
こ
の
期
間
後
に
、
接
種
し
た
場
合

は
任
意
接
種（
全
額
自
己
負
担
）
と
な

り
ま
す
の
で
、
接
種
を
希
望
さ
れ
る

該当年齢 月　日

65歳となる方 昭和25年4月2日～昭和26年4月1日生

70歳となる方 昭和20年4月2日～昭和21年4月1日生

75歳となる方 昭和15年4月2日～昭和16年4月1日生

80歳となる方 昭和10年4月2日～昭和11年4月1日生

85歳となる方 昭和5年4月2日～昭和6年4月1日生

90歳となる方 大正14年4月2日～大正15年4月1日生

95歳となる方 大正9年4月2日～大正10年4月1日生

100歳となる方 大正4年4月2日～大正5年4月1日生

※上記の対象者以外の方は、順次、平成30年度までの各
年度に、該当となります。
※対象者の該当年齢については、国において、安定的かつ
確実な接種体制の確保のために決められています。

方
は
、
こ
の
期
間
で
の
接
種
を
お
勧

め
し
ま
す
。

【
接
種
回
数
】

　

一
人
1
回
接
種
し
ま
す
。

【
接
種
料
金
】

　

医
療
機
関
の
設
定
接
種
料
金
の
う

ち
、
４
、０
０
０
円
を
、
公
費
で
負
担

し
ま
す
。

　

差
額（
４
、０
０
０
～
５
、０
０
０

円
）
は
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
の
で
、

接
種
時
に
医
療
機
関
で
お
支
払
い
く

だ
さ
い
。

◆
生
活
保
護
世
帯
の
方
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
被
支
援
者
の
方
は
、
８
、

７
５
０
円
を
上
限
に
助
成
し
ま
す
の

医療機関名 電話 医療機関名 電話

回生堂病院 (43）2291 東桂メディカルクリニック （20）8010

磯部医院 （43）4121 山岸医院 （43）2067

須藤整形外科医院（43）3151 つる内科クリニック （45）1003

大戸内科医院 （45）3188 ﾂﾙ虎ノ門外科ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 （45）8861

武井クリニック （45）6811 水島医院 （56）8220

富士渡辺内科 （45）8881 坂本整形外科医院（43）2227

しまだ医院 0555
（25）2388 都留市立病院 （45）1811

★ご注意ください！！

　この通知を受け取られた方であっても、過去に肺炎球
菌感染症ワクチンを接種したことのある方は定期接種の
対象にはなりません。

■高齢者肺炎球菌感染症予防接種協力医療機関（順不同）

で
、
接
種
前
に
健
康
子
育
て
課
へ
専

用
の
予
診
票
の
交
付
申
請
を
し
て
く

だ
さ
い
。

【
接
種
方
法
】

　

事
前
に
医
療
機
関
へ
予
約
し
、
市
か

ら
郵
送
し
た「
高
齢
者
肺
炎
球
菌
感
染

症
予
防
接
種
予
診
票
」に
記
入
し
、
予

防
接
種
済
証
、
健
康
保
険
証
を
持
参
し

て
接
種
し
て
く
だ
さ
い
。

　

接
種
が
済
ん
だ
ら
医
療
機
関
か
ら

「
予
防
接
種
済
証
」に
記
録
し
て
も
ら
い

保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

■平成27年度ワクチン接種対象者

※上記以外の医療機関で予防接種を受けたい方は、事
前に健康子育て課にお問い合わせください。
※なお、事前に発送しました個人通知の医療機関一覧
に坂本整形外科医院と都留市立病院が追加されていま
すのでご了承ください。

都留市から首都圏へ通勤する転入者等に補助します
問合先：企画課

企画担当
　

人
口
の
東
京
一
極
集
中
を
是
正
し
、

定
住
人
口
増
加
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

す
る「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
」の

趣
旨
に
鑑
み
、「
都
留
市
快
適
遠
距
離

通
勤
補
助
金
」を
創
設
し
、
平
成
24
年

４
月
以
降
に
転
入
や
新
規
就
労
、
転
勤

ま
た
は
転
職
な
ど
に
よ
り
、
新
た
に
大

月
駅
を
起
点
に
75
㎞
以
上
の
電
車
通
勤

を
さ
れ
て
い
る
方
に
対
し
て
通
勤
費
を

補
助
し
ま
す
。

対
象
者　

　

平
成
24
年
４
月
以
降
に
転
入
、
新
規

就
労
、
転
職
ま
た
は
転
勤
に
よ
り
遠
距

離
通
勤
を
開
始
し
、
平
成
27
年
４
月
１

補助対象者チェックシート

※（１）～（２）は全てチェックされなければ対象となりません。
（１）　□　平成24年４月以降に転入（都留市に住民登録）、　
　　　　　新規就労、転職または転勤により首都圏方面に電
　　　　　車通勤をしている。
　　　　　※ただし、交付対象月は平成27年４月１日以降と
　　　　　　なります。　
（２）　□　通勤距離はＪＲ大月駅を起点に 75㎞以上であり、
　　　　　通勤に定期乗車券を利用している。
 　　　　  ※ただし、通勤実態に応じ、大月駅より甲府方面側
　　　　　　の駅（初狩駅など）から通勤している場合はその駅
　　　　　　を起点とし、大月駅から東京方面側の駅（猿橋駅
　　　　　　など）から通勤している場合は大月駅を起点とし
　　　　　　て 75㎞以上とします。
（３）　富士急行線の利用状況
　　　□　利用していない　　　　　□　利用している

　交付額１カ月あたり10,000円　　 　交付額１カ月あたり15,000円
　
（例）平成27年2月に転入、3月から富士急行線を利用し遠距離
　　通勤を開始した場合。
　　（定期乗車券を 3月1日から 5月31日まで（３カ月）購入）
　　３月１日～３月31日…交付なし
　　４月１日～５月31日…15,000円×２カ月分＝30,000円
　　※補助対象は平成27年４月１日以降分となり、それ以前
　　　から通勤開始をしていたとしても、その分は補助金の交
　　　付対象とはなりません。
　　※この例の場合、最大交付額は35ヵ月分（交付額525,000円）
　　　となります。継続して、交付を受ける場合は継続申請が
　　　必要となります。

（参考）
　大月を起点として 75㎞以上の主な駅は次のとおりです。
　　ＪＲ中央線・・・東中野駅（75.0㎞）、新宿駅（77.5㎞）
　　ＪＲ横浜線・・・小机駅（75.2㎞）、新横浜（76.9㎞）
　　ＪＲ南武線・・・武蔵新城駅（75.3㎞）
　　ＪＲ八高線・・・毛呂（77.3㎞）
　　ＪＲ青梅線・・・沢井（76.2㎞）
　　ＪＲ武蔵野線・・西浦和（78.9㎞）
　　京王線・・・・・幡ヶ谷駅（75.0㎞）
　　京王井の頭線・・下北沢駅（75.0㎞）

日
以
降
も
通
勤
さ
れ
て
い
る
方

通
勤
条
件　

　

JR
大
月
駅
を
起
点
に
上
り
方
面
75
㎞

以
上
の
距
離
を
定
期
乗
車
券
に
よ
り
通

勤
さ
れ
て
い
る
方

補
助
額　

　

基
本
額　

一
人
に
つ
き
月
１
万
円

　
加
算
額　

　
　

富
士
急
行
線
を
利
用
し
て
い
る
場
合

　
　
　
　
　

一
人
に
つ
き
月
５
千
円

対
象
期
間　

　

遠
距
離
通
勤
を
開
始
し
た
月
か
ら
通

算
36
カ
月
以
内
と
し
ま
す
。

※
補
助
対
象
は
平
成
27
年
４
月
１
日
以

降
分
と
な
り
、
そ
れ
以
前
か
ら
通
勤
を

開
始
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
分
は

補
助
金
の
交
付
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

※
通
勤
条
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
こ

と
な
ど
に
よ
り
、
１
カ
月
に
満
た
な
い

場
合
は
日
割
り
計
算
と
な
り
ま
す
。

申
請
方
法　

　

次
の
書
面
に
よ
り
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

　

・
都
留
市
快
適
遠
距
離
通
勤
補
助
金

　
　

交
付
申
請
書

　

・
定
期
乗
車
券
の
写
し

支
払
方
法　

　

提
出
い
た
だ
い
た
申
請
書
を
審
査

し
、
補
助
金
交
付
決
定
を
通
知
し
ま

す
。
そ
の
後
、
次
の
書
面
を
提
出
い
た

だ
き
、
お
支
払
い
と
な
り
ま
す
。

　

・
実
績
報
告
書

　

・
在
職
証
明
書
兼
通
勤
状
況
証
明
書

　

・
請
求
書
兼
振
込
依
頼
書

※
各
種
書
類
等
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

～都留市まち・ひと・しごと創生事業～
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「都留市ふれあい集会」開催希望団体を募集します！
申込・問合先：総務課

法制広報担当

今
月
の

　「
ふ
れ
あ
い
・
子
育
て
サ
ロ
ン
」

親
子
一
緒
の
サ
ロ
ン

日
　
時　

５
月
25
日（
月
）10
時
～
12
時

場
　
所　

い
き
い
き
プ
ラ
ザ
都
留
２
階

持
ち
物　

各
自
必
要
な
も
の

費
　
用　

２
０
０
円（
保
険
・
運
営
費
）

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
（
託
児
）サ
ロ
ン

日
　
時　

５
月
11
日（
月
）10
時
～
14
時

場
　
所　

い
き
い
き
プ
ラ
ザ
都
留
２
階

持
ち
物　

お
気
に
入
り
の
お
も
ち
ゃ
、
お

や
つ
、
飲
み
物
、
着
替
え
、
靴

※
１
日
預
け
た
い
方
の
み
お
弁
当
持
参

※
持
ち
物
に
は
お
名
前
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。

費
　
用　

３
０
０
円（
保
険
・
運
営
費
）

※
開
催
日
の
２
週
間
前
か
ら
受
付

共
通
申
込
・
問
合
先　

市
社
会
福
祉
協
議
会

　

☎（
46
）５
１
１
５

よ
み
き
か
せ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

「
ひ
び
き
の
会
」の
読
み
聞
か
せ

日
　
時　

５
月
９
日（
土
）14
時
～

場
　
所　

市
立
図
書
館
お
は
な
し
コ
ー
ナ
ー

内
　
容　

み
ん
な
が
選
ん
だ
紙
芝
居
や
絵

本
を
読
み
ま
す
。

こ
ぐ
ま
ク
ラ
ブ
の

「
こ
ぐ
ま
の
ち
い
さ
な
お
は
な
し
会
」

日
　
時
　
５
月
15
日（
金
）10
時
30
分
～

場
　
所　

市
立
図
書
館
お
は
な
し
コ
ー
ナ
ー

内
　
容　

乳
児
か
ら
未
就
園
児
の
親
子

を
対
象
に
読
み
聞
か
せ
や
手
遊
び
を
し

ま
す
。

　
こ
ぶ
た
の
会
の「
ワ
ク
ワ
ク
」お
は
な
し
会

日
　
時　

５
月
23
日（
土
）14
時
～

場
　
所　

市
立
図
書
館
お
は
な
し
コ
ー
ナ
ー

内
　
容　

楽
し
い
お
は
な
し
や
歌
、
手
遊

び
を
し
ま
す
。

　

本
市
で
は
、「
市
民
総
参
加
の
市

政
」を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
市
長
が
地
域
な
ど
に
直
接
出
向

き
、
皆
さ
ん
の
意
見
を
直
接
聴
く
こ

と
に
よ
っ
て
市
政
に
反
映
さ
せ
る

「
都
留
市
ふ
れ
あ
い
集
会
」を
開
催
し

て
い
ま
す
。

　

平
成
26
年
２
月
か
ら
初
ま
っ
た

こ
の
ふ
れ
あ
い
集
会
は
参
加
し
て

頂
い
た
皆
さ
ん
の
お
か
げ
に
よ
り
、

12
回
の
開
催
を
数
え
る
ま
で
に
な

り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
平
成
27
年
度
は
こ
の「
ふ

れ
あ
い
集
会
」に
ご
興
味
の
あ
る
自

治
会
・
団
体
の
皆
さ
ま
を
募
集
し

ま
す
。
開
催
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
お
申
込
み
く
だ

さ
い
。

対
象
者　

都
留
市
内
に
住
み
、
学
び
、

働
き
、
活
動
す
る
方

（
自
治
会
や
各
種
団
体
な
ど
）

場
　
所　

各
自
治
会
館
及
び
市
役
所

な
ど
の
公
共
施
設

内
　
容　

テ
ー
マ
は
特
に
定
め
ま
せ

ん
の
で
、
ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
い
ろ
い

ろ
な
お
話
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
次
の
内
容
に
つ
い
て
は
取

り
上
げ
か
ね
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く

だ
さ
い
。

①
個
人
的
相
談
や
苦
情
、
ま
た
は
個

　

人
的
要
望
に
関
す
る
こ
と
。

②�

特
定
の
個
人
や
団
体
に
対
す
る
誹

謗
ま
た
は
中
傷
に
該
当
す
る
こ
と
。

③
宗
教
、
営
業
な
ど
に
関
す
る
こ
と
。

④
公
序
良
俗
に
反
す
る
こ
と
。

⑤
そ
の
他
市
長
が
不
適
切
と
認
め
る

　

こ
と
。

回数 対象地区（団体） 回数 対象地区（団体）

第１回 谷村地区 第７回 禾生地区

第２回 農業従事者 第８回 都留市女性団体
連絡協議会

第３回 三吉地区 第９回 東桂地区

第４回 開地地区 第10回 宝地区

第５回 きらめき女性塾 第11回 楽山自治会

第６回 地元商店
（商工会関係） 第12回 盛里地区

■平成26年度　「ふれあい集会」開催実績
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